
支給対象世帯および支給手続き

 雲南市住民税非課税世帯生活支援臨時給付金は、国民の安心・安全と持続可能
な成長に向けた総合経済対策の趣旨を踏まえ、令和６年度住民税非課税となる世
帯に対して１世帯あたり３万円を支給します。また本給付金の対象世帯のうち、
１８歳以下の児童がいる世帯に対して児童１人あたり２万円を追加支給します。
※本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」の規定により、差押禁
 止及び非課税の対象になります

基準日（令和６年１２月１３日時点）において、
雲南市に住民登録があり、令和６年度住民税非課税世帯

支給要件及びこども加算については裏面をご確認ください。

１世帯あたり３万円（受給は１世帯につき1回限り）

給付金の支給額

雲南市住民税非課税世帯生活支援臨時給付金
のご案内

対象と思われる世

雲南市から（１）（２）いずれかが届きます
（１）
令和６年度雲南市物価高騰対応重
点支援臨時給付金（非課税世帯
分）を受給し、支給要件を確認で
きた世帯

「支給通知書」
⇒振込口座の変更等なく、受給される方
 は手続きは不要です

（２）
上記以外の令和６年度住民税非課
税世帯

「支給要件確認書」
⇒受給を希望する世帯は必要事項を記載
 の上、確認書類と合わせて申請期限ま
 でに提出してください。
 提出された確認書に基づき、本市が受
 領してから概ね１ヶ月～２ヶ月程度で 
 順次支給します。

申請期限：令和７年６月３０日（月） 当日消印有効



本給付金の給付対象となるのは、世帯の世帯主の方です。
世帯全員が、令和６年度の住民税均等割が課されている他の親族等の扶養を受けて
いる世帯は支給の対象外です。
世帯の中に、住民税が課税となる所得があるのに、未申告の方がいる世帯は支給の
対象外です。
既に他の自治体で令和６年度中に非課税世帯を対象とした同様の給付金を受けてい
る世帯は支給の対象外です。
令和６年１２月１４日以降に修正申告し、住民税課税世帯となった場合には給付金
の支給の対象外となるため、下記までお問い合わせください。

　給付金の支給要件

    「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください！

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合
は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(＃9110)にご連絡ください。

！

給付金の支給要件及びこども加算

お問い合わせ
 雲南市健康福祉部健康福祉総務課
 「雲南市住民税非課税世帯生活支援臨時給付金」窓口

   0854ｰ40ｰ1041
    受付時間  平日 8：30～17：15

　こども加算（児童1人あたり２万円）

対象となる世帯
（１）基準日時点（令和６年１２月１３日）で世帯主と同一世帯である１８歳以 
   下の児童（平成１８年４月２日生まれ以降の児童）
（２）令和６年１２月１４日以降に生まれた新生児
   ※申請期限（令和７年６月３０日）までに申請が間に合う新生児
（３）同一世帯ではないが、世帯主と生計が同一である１８歳以下の児童
   ※単身で寮に入っている児童等を想定しています。該当と思われる世帯の
    方は下記までお問合せください。

雲南市住民税非課税世帯生活支援臨時給付金の対象となった世帯のうち、次の対象児童
を扶養している世帯に対し追加の給付をします。

※本給付金の詳細は
 市ホームページを 
 ご覧ください。

 対象と思われる世帯には、確認書
（こども加算の附表）を順次案内（郵  
 送）します。

（１）に該当の世帯

  申請をしていただく必要があります。
  下記までお問合せください。

（２）（３）に該当の世帯


